
新旧対照表

新 旧

高知県高知新港コンテナ利用促進事業費補助金交付要綱

第１条～第６条 省略（変更なし）

第７条 知事は、前条第１項及び第２項の規定による補助金の交付の申請が適当
であると認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、当該補
助対象者に通知するものとする。ただし、当該補助対象者が県税を滞納してい
るとき又は別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

第８条～第 13 条 省略（変更なし）

附則
１ この要綱は、令和２年６月 19 日から施行し、令和２年４月１日から適用す
る。
２ この要綱は、令和 10 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱
に基づき交付された補助金について、第８条第１項第２号、第９条第５項、第 10
条及び第 11 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附則
この要綱は、令和４年４月 11 日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年７月 10 日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年 10 月 13 日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年 12 月 27 日から施行する。

附則
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附則
この要綱は、令和７年４月 日から施行する。

別表第２ 省略（変更なし）

第１号～第 16 号様式 省略（変更なし）

高知県高知新港コンテナ利用促進事業費補助金交付要綱

第１条～第 13 条 省略（変更なし）

第７条 知事は、前条第１項及び第２項の規定による補助金の交付の申請が適当
であると認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定し、当該補助
対象者に通知するものとする。ただし、当該補助対象者が別表第２に掲げるいず
れかに該当すると認めるときを除く。

第８条～第 13 条 省略（変更なし）

附則
１ この要綱は、令和２年６月 19 日から施行し、令和２年４月１日から適用す
る。
２ この要綱は、令和７年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱
に基づき交付された補助金について、第８条第１項第２号、第９条第５項、第 10
条及び第 11 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附則
この要綱は、令和４年４月 11 日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年７月 10 日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年 10 月 13 日から施行する。

附則
この要綱は、令和５年 12 月 27 日から施行する。

附則
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

別表第２ 省略（変更なし）

第１号～第 16 号様式 省略（変更なし）


